
３ 平成 29 年 5 月 1 日　広報ふっさ　No.974 市役所の代表電話番号は 

納税は　納期内で　元気な福生

東京都議会議員選挙（西多摩選挙区）
の日程について

①投票・開票の日時及び場所
〈投票〉７月２日㈰午前７時～午後８時

〈開票〉７月２日㈰午後９時～

【場所】第七小学校体育館

②立候補予定者説明会の日時及び場所
【日時】５月８日㈪午後２時～

【場所】市役所第一棟 2階第１・第２会議室

③立候補届出受付の日時及び場所
【日時】６月 23 日㈮午前８時 30 分～

【場所】市役所第一棟 2階第１・第２会議室

④選挙会の日時および場所
【日時】７月３日㈪午後１時 30 分

～

【場所】市役所第一棟 2 階第２会議

室※詳細はお問い合わせください。

【問合せ】選挙管理委員会事務局 

☎ 551・1802

住
民
税
・
軽
自
動
車
税
に
関
す

る
お
知
ら
せ

①
平
成
29
年
度
住
民
税
（
市
・

都
民
税
）
の
納
税
通
知
書
の
発

送
に
つ
い
て

　

住
民
税
は
そ
の
年
の
1
月
1

日
（
賦
課
期
日
）
現
在
、
福
生
市

に
住
ん
で
い
る
方
な
ど
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
平
成
28
年
中
の
所
得

に
対
す
る
住
民
税
の
納
税
通
知

書
は
次
の
日
程
で
送
付
し
ま
す
。

・

特
別
徴
収
（
給
与
差
し
引
き
）

→
5
月
11
日
㈭
発
送

・

普
通
徴
収
（
納
付
書
払
い
）

→
6
月
7
日
㈬
発
送

②
平
成
29
年
度
の
住
民
税
（
市
・

都
民
税
）
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て

　

平
成
29
年
度
の
特
別
徴
収
に

固
定
資
産
税
に
関
す
る
お
知
ら

せ■
納
税
通
知
書
を
5
月
1
日
に

発
送
し
ま
し
た

　

今
年
の
1
月
1
日
現
在
、
市

内
に
土
地
や
家
屋
、
償
却
資
産

▼保険料の決め方 ※賦課のもとになる所得金額とは、前年の総所得金額

及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所

得金額等の合計から、基礎控除額33万円を控除した

額です（ただし雑損失の繰越控除額は控除しません）。

▼均等割額の軽減　同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主

の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

〈東京都の保険
料額（年額）〉
限度額 57 万円

〈均等割額〉
被保険者 1人あ

たり 42,400 円

〈所得割額〉賦課

のもととなる所得

金額※×東京都の

所得割率 9.07％

※ 65 歳以上（１月１日現在）

の方の公的年金所得につい

ては、その所得からさらに

高齢者特別控除 15 万円を

差し引いた額で判定します。

ただし、所得割額の計算に

は高齢者特別控除は適用さ

れません。

総所得金額等を合計した額 軽減割合

33 万円
以下

被保険者全員の年金収入が
80 万円以下で、かつ、その
他の所得がない場合

9割

上記以外の場合 8.5 割

33 万円 +(27 万円×被保険者数 ) 以
下の場合

5割

33 万円 +(49 万円×被保険者数 ) 以
下の場合

2割

▼所得割額の軽減　被保険者本人の

｢ 賦課のもととなる所得金額 ｣ をも

とに軽減割額を判定します。

賦課のもとと
なる所得金額

軽減割合
平成28年度平成29年度

15 万円以下 100% ※① 70% ※①

20 万円以下 75% ※② 45% ※②

58 万円以下 50% 20%

▼被扶養者軽減　後期高齢者医療制度の対象となった日

の前日まで会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）

の被扶養者だった方は、均等割額が９割軽減とされ、所得

割額は賦課されていませんでしたが、本来の法律では、加

入から２年を経過する月までの間に限り、均等割額５割軽

減と決められています。国の見直しにより、段階的に本来

の法律に定められた軽減割合へ戻すこととされました。

＝ ＋

年
金
だ
よ
り

▼
退
職
（
失
業
）
に
よ
る
特
例

免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
青
梅
・
出
張
就

職
相
談

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
扱
う
求
人

保険料の軽減が
変更になります

　後期高齢者医療制度では、

法律に基づき、所得が一定基

準以下の方 に々対して保険料の

軽減を実施していますが、その

中でも特に所得が低い方など

を対象に、特例として更なる保

険料の軽減を行い、その分を国

の費用で補ってきました。しか

し、今後医療費の増大が見込ま

れる中、皆さんが低負担で安心

して医療にかかれる後期高齢者

医療制度を維持するために、保

険料の軽減特例の一部が見直

されることになりました。

【具体例等】右表をご覧ください。

【問合せ】保険年金課後期高

齢医療係☎ 551・1767

※①②は東京都後期高齢者医療広

域連合独自の軽減措置です。

軽減割合
平成 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度以降
均等割９割

（所得割賦課
せず）

均等割７割
（所得割賦課
せず）

均等割５割
（所得割の賦
課未定）

加入から２年を経過する
月まで均等割５割

（所得割の賦課未定）
※平成 29 年３月 31 日までに被扶養者軽減の対象者となった方の均等割額
は、平成 29 年度は７割軽減、平成 30 年度は５割軽減となり、平成 31 年度
以降は被扶養者軽減の対象となりません。低所得による均等割額の軽減に
該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

者
は
、
保
険
料
を
月
額
１
６
，

４
９
０
円
（
平
成
29
年
度
）
納

付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

た
だ
し
、
ご
自
身
や
ご
家
族
が

退
職
（
失
業
）
し
た
こ
と
に
よ
り
、

保
険
料
の
納
付
が
経
済
的
に
困

難
な
場
合
は
、
退
職
（
失
業
）
に

よ
る
特
例
免
除
制
度
を
利
用
で

き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

通
常
の
免
除
制
度
で
は
、
申

請
者
本
人
・

配
偶
者
・

世
帯
主

の
方
が
そ
れ
ぞ
れ
所
得
基
準
の

範
囲
内
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
特
例
免
除
制
度
で
は
退

職
（
失
業
）
し
た
方
の
所
得
を

除
外
し
て
審
査
を
行
い
ま
す
。

　

申
請
す
る
場
合
は
、「
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
」
や
「
雇

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
」等
、

公
的
機
関
の
証
明
書
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
特
例
免
除

制
度
の
対
象
と
な
る
期
間
は
失

業
し
た
月
の
前
月
か
ら
、
失
業

し
た
月
の
翌
々
年
6
月
ま
で
で

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
７
０
、
青

梅
年
金
事
務
所
☎
０
４
２
８
・

30
・

３
４
１
０

つ
い
て
は
、
税
額
通
知
書
を
５

月
11
日
㈭
に
市
か
ら
会
社
へ
送

付
し
ま
す
の
で
、
会
社
か
ら
お

受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　

特
別
徴
収
は
、
6
月
分
よ
り

開
始
と
な
り
、
翌
年
5
月
分
ま

で
の
計
12
回
で
す
。

③
平
成
29
年
度
住
民
税
（
市
・

都
民
税
）
の
課
税
・

非
課
税
証

明
書
の
発
行
開
始
日
に
つ
い
て

　

平
成
29
年
度
住
民
税
の
課

税
・

非
課
税
証
明
書
の
発
行
を

次
の
と
お
り
開
始
し
ま
す
。

【
発
行
場
所
】
市
役
所
1
階
6
・

7
番
総
合
窓
口
課

【
発
行
開
始
日
】

〈
特
別
徴
収
〉
5
月
11
日
㈭
～

〈
普
通
徴
収
〉
6
月
7
日
㈬
～

※
年
金
特
別
徴
収
は
6
月
7
日

㈬
～

〈
特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
の
併

徴
〉
6
月
7
日
㈬
～

④
平
成
29
年
度
軽
自
動
車
税
の

納
税
通
知
書
の
発
送
に
つ
い
て

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
4
月
1

日
（
賦
課
期
日
）
現
在
、
原
動

機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
、
小

型
特
殊
自
動
車
、
二
輪
の
小
型

自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
方
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
5
月
1
日
に
納

税
通
知
書
を
発
送
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
軽
自
動
車
税
に
は
身

体
障
害
者
等
に
対
す
る
減
免
制

度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
同
封
の

お
知
ら
せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限
は
5
月
31
日
㈬
ま
で

で
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
軽
自
動
車
税
の
税
率
改
正
に

つ
い
て

　

グ
リ
ー
ン
化
特
例
（
軽
課
）

の
適
用
期
限
が
1
年
延
長
さ
れ

ま
し
た
。
平
成
28
年
4
月
か
ら

平
成
29
年
3
月
ま
で
に
最
初
の

新
規
検
査
を
受
け
た
一
定
の
環

境
性
能
を
有
す
る
軽
四
輪
等
に

つ
い
て
、
平
成
29
年
度
分
の
軽

自
動
車
税
に
限
り
税
率
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
29
年
度
税
制

改
正
で
は
基
準
を
一
部
見
直

し
た
う
え
で
、
適
用
期
限
が

さ
ら
に
2
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

平
成
29
年
4
月
か
ら
平
成
31

年
3
月
ま
で
に
最
初
の
新
規

検
査
を
受
け
た
一
定
の
環
境

性
能
を
有
す
る
軽
四
輪
等
に

つ
い
て
、
取
得
し
た
日
の
属

す
る
年
度
の
翌
年
度
分
に
限

り
税
率
を
軽
減
す
る
特
例
措

置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
課
税
課
市
民
税
係

☎
551
・

１
６
１
０

を
所
有
し
て
い
る
方
に
、
納
税

通
知
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。

　

納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
方

は
課
税
課
資
産
税
係
へ
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
課
税
課
資
産
税
係

☎
551
・

１
６
１
４

の
検
索
や
、
職
員
に
よ
る
職
業

相
談
・

職
業
紹
介
を
行
っ
て
い

ま
す
。

※
予
約
等
は
不
要
で
す
。

【
日
時
】
5
月
17
日
㈬
午
後
1

時
30
分
～
4
時
30
分

【
場
所
】
市
役
所
第
一
棟
２
階

第
１
会
議
室

【
問
合
せ
】
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス

推
進
課
産
業
活
性
化
グ
ル
ー
プ

☎
551
・

１
６
９
９

マイナンバーカードに関するお知らせ

◆マイナンバーカードの交付申請をされた方へ
　現在、申請から１か月半程度で、交付準備ができた方には順次、

市役所から交付通知書を郵送しています。交付通知書が届いて

いる方は、記載の必要なものを持参のうえ、市役所1階 6・7番

総合窓口課にお越しください。表示されている期限を過ぎていて

も受け取れます。もしカードが必要でない場合は、免許証等の本

人確認書類を持参のうえ、取り消しの手続きにお越しください。

◆住民基本台帳カードをお持ちの方へ
　有効期限まで利用できますが、住民基本台帳カード・電子

証明書の期限が切れている方は更新できませんので、マイナ

ンバーカードを申請してください。なお、マイナンバーカー

ド交付時に住民基本台帳カードは回収します。

◆これからマイナンバーカードを申請される方へ
　引っ越しや婚姻等により住所、氏が変わるとマイナンバー

カード交付申請書は使用できなくなりますのでご注意くださ

い。新しい申請書を市役所窓口で受け取り、交付申請をして

ください。

◆マイナンバーカード・通知カードの住所変更手続きもお忘
れなく！
　引っ越しの際は、マイナンバーカード・通知カードに新住

所を追記する必要があります。カードの住所変更手続きをま

だ行っていない方は、変更手続きにお越しください。

　同一世帯の住所変更手続きをまとめて行うことも可能です

が、マイナンバーカードの住所変更については、暗証番号の

入力が必要となりますので、世帯員に確認のうえ、窓口に来

庁される方の本人確認書類を持ってお越しください。

【問合せ】総合窓口課☎ 551･1595

災
害
等
の
非
常
時
は
福
生
市
防
災
ブ
ロ
グ(http://blogs.yahoo.co.jp/fussacityhall)

か
ら
も
情
報
を
提
供
し
ま
す
。


